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平成 29年度 第 2回法学部教授会議事録要旨 

 

日 時：2017年 5月 10日（水）16：00～ 

場 所：板橋校舎 二号館 2階 2－0221会議室 

構成員：36名（定足数18名） 

出席者：32名（定足数充足）  

欠席者：4名  

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．議案の審議  

 審議に先立ち、法学部長より、第 1回法学部教授会議事録についての内容確認が行われ、

確定した。 

 

１．平成 30年度海外研究員、海外留学者、国内研究員および特別研究期間制度適用者に関

する件 

法学部長より、本議案は 2016年 12月 7日開催の法学部教授会で仮決定し、追加募集を

行っていた案件であるが、4月 28日（金）までに、応募が無かった旨の報告があり、資料

のとおり承認され、確定した。 

 

２．学長選挙等選挙管理委員会報告に関する件 

 法学部長より、本議案は 4月 12日開催の法学部教授会の議案であり、学部としての意見

を集約したいとしていたが、特段の意見等は無かった旨の報告があった。 

 

３．2018年度留学生受入に関わる要望への回答に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より、資料のとおりの回答である旨の説明があり、

承認された。 

 

４．2018年度全学共通科目の科目編成に関わる事前調査に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より資料に基づき、該当する教員はいない旨の説明

があった。事前調査の実施は全員可とすることが、承認された。 

 

５．2017年度大東文化大学主催短期語学研修プログラムの単位認定に関する件 

法学部長の指名を受け、各学科主任より、資料のとおり提案があり、提案のとおり承認さ

れた。 

 

６．2018年度奨学金留学生の募集に関する件 

  法学部長より、資料に基づき提案があり、提案のとおり承認された。 
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７. 英語単位認定制度の実施に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より、内規（案）について特に意見は無かった旨の

報告があった。内規案は承認を受けた後に施行となるが、2件の懸念事項については運用の

確認がなされ、内規案を発足することが承認された。 

 

８. 教職課程再課程認定に関する件 

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より担当の准教授を指名し、資料に基づき説明が

あった。 

 

９. 歴史文化学科包括科目（政治学概説Ａ・Ｂ）の履修方法に関する件 

法学部長の指名を受け、担当の政治学科准教授より、文部科学省からの指摘に伴い、資

料のとおり一部履修方法を変更する提案と、必修科目に変更することに伴う当該科目の学

生の人数制限（10名）はしないとする提案があり、承認された。 

 

10. 2017（平成 29）年度入試報告についての学長文書に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。意見、質問等は、5月 12日（金）までに、

メール等により法学部長宛て寄せるよう要請された。 

 

11. 平成 30（2018）年度転部・転科の取扱いに関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より、前年度と同じ扱いとする旨の提案があり、承

認された。 

 

12. 2017(平成 29)年度スポーツ推薦入学試験の配分原案に関する件 

法学部長の指名を受け、各政治学科主任より、スポーツ推薦入試の配分原案について、

資料のとおり提案があり、承認された。また、スポーツ推薦入学試験の募集人員について

提案があり、承認された。 

 

13. 法律学科講演会に関する件 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より資料に基づき説明があった。授業措置（授業

出席扱いの配慮）を含め、承認された。 

 

14. 内部監査の実施に関する件 

法学部長より、本年度、法学部が内部監査を受ける旨の説明があった。資料収集、事前

質問の回答、および面談については、各学科主任が対応する提案があり、承認された。 

 

15. 3つのポリシーの見直し体制に関する件 

 法学部長より、3つのポリシーのみなおし体制については、第 1回法学部教授会において

承認されているが、スケジュールについて一部変更する提案があり、承認された。 



3 

 

16. 環境創造学部学生募集停止後の学部運営体制の骨子案に関する件 

 法学部長より、事前に配布した資料に基づき、移行期における骨子案について、学長提

案が出された旨の説明があった。その後、種々意見開陳があり、表明された意見ならびに

事前に寄せられた意見は、学部長会議において、紹介することが承認された。 

 

17. 東日本大震災被災地復興支援人材育成プログラムに関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明の後、意見・質問等を要請し、意見が表明された。そ

の他意見、質問等は、メール等により法学部長宛て寄せるよう要請された。本日表明され

た意見と寄せられた意見等は、学部教授会において伝えることが承認された。 

 

18. 大東文化大学学則（第 36条／入学検定料）の改正（案）に関する件 

 法学部長より、事前に配布した資料に基づき趣旨説明があった。また、このことに伴う

学則改正（案）について、意見等を要請したが、意見等は無く答申と学則改正（案）は承

認された。 

 

19.その他 

法学部長より、その他に意見を要請し、議案 16の追加意見が表明され、学長に伝えるこ

ととした。 

 

Ⅱ. 報告事項 

１. 諸会議報告 

 法学部長より、資料に基づき報告があった。 諸会議報告の後、法学部長より質問等を

要請し、数件の質問が表明され法学部長より回答があった。 

 

２東松山キャンパス運営委員会報告 

 法学部長の指名を受け、東松山担当主任より、前東松山担当主任より確認するよう要請

があった件について、報告があった。 

 

３. 学部長会議申し合わせ事項について 

 法学部長より、就業規則に学部長会議申し合わせ事項の一部分が組み入れられたので、

記載内容が変更となった。配布された学部長申し合わせ事項は、各学科事務室に常備する

旨の報告があった。 

 

４. 2017(平成 29)年度入試状況および 2018（平成 30）年度入試概要について 

 法学部長より、当該報告は諸会議報告で資料に基づき説明を済ませている旨の説明があ

った。 
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５. 平成 30年度教員人事及びカリキュラム編成等に係る日程について 

 法学部長より、資料の日程に基づき実施するよう要請があった。また、名誉教授の推薦

については、学部内規により推薦をするよう要請があった。 

 

６. 国際交流センターからの報告について 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

７．平成 30年度専任教員人事計画の変更について 

 法学部長より、資料に基づき、平成 30年度専任教員人事計画について、法学部の計画案

が承認となっている旨の説明があった。 

 

８．2017年度オフィスアワーについて 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

９．板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の実施について 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、自衛消防訓練への参加要請があった。 

 

11. その他 

 

Ⅲ. 学籍・兼業・回収資料 

１. 学籍異動に関する件 

 法学部長の指名を受けて、資料に基づき、法学部事務室事務長より説明があり、承認さ

れた。法学部長より、帰国予定の奨学金留学生の学籍異動について学部長に一任いただき

学長起案決裁を得る手続きをする提案があり、承認された。 

 

２.法学部専任教育職員の兼業に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

３．2016年度春期語学研修参加者および単位認定に関する件 

 法学部長の指名を受けて法律学科主任より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

４．平成 29年度一般奨学生の選考に関する件 

法学部長の指名を受け、資料に基づき、各学科主任より提案があり、承認された。 

 

５．大東文化大学学業成績優秀者表彰者（温故知新奨学金）の選考に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より資料に基づき提案があり、承認された。 

 

６．平成 28年（2016）年度スポーツ奨学生候補者に関する件 
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法学部長より、資料に基づき提案があり、承認された。 

 

７．その他 

  

Ⅳ.人事教授会  

 法学部長より、特任准教授の議決権が無いことを確認し、人事教授会定足数 24名（38-3

の 2/3）以上 29名の出席が確認され、人事教授会の開催が宣言された。 

 

１．法学部専任教員の採用に関する件 

法学部長の指名を受け、政治学科主任より資料に基づき説明と提案があり、承認された。  

 

 

以上で全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 


